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第
八
章
　
帯
広
工
業
団
地
鉄
道
専
用
線
の
敷
設

帯
広
市
は
、
工
業
団
地
造
成
の
進
捗
に
伴
う
企
業
の
入
居
状
況
の
好
転
と
、
国
鉄

貨
物
駅
の
開
業
日
程
の
早
期
実
現
に
合
せ
て
、
関
係
企
業
の
経
営
の
円
滑
化
を
図
る

た
め
、
次
の
基
本
計
画
を
策
定
し
、
受
益
者
と
相
協
力
し
な
が
ら
、
早
期
実
現
に
向

け
て
前
進
す
る
た
め
の
方
針
を
明
ら
か
に
し
た
。
（
昭
和
四
二
年
）

こ
れ
以
西
、
西
一
二
号
－
西
一
五
号
間
に
つ
い
て
は
、
第
二
次
計
画
と
し
て

当
面
は
末
計
画
で
あ
る
。

2
、
敷
設
費
用
の
概
算

二
　
帯
広
工
業
団
地
に
お
け
る

鉄
道
専
用
線
敷
設
に
関
す
る
基
本
計
画

第

一

　

経

過

と

計

画

の

必

要

性

帯
広
工
業
団
地
に
お
け
る
鉄
道
専
用
線
敷
設
に
つ
い
て
は
、
当
市
総
合
計
画
の
な

か
で
、
工
業
団
地
内
に
発
生
す
る
鉄
道
扱
い
貨
物
輸
送
の
幹
線
路
と
し
て
、
昭
和
四

五
年
度
よ
り
造
成
す
る
よ
う
計
画
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
国
鉄
貨
物
駅
の
工

業
団
地
移
転
が
早
ま
り
、
昭
和
四
三
年
一
〇
月
に
は
開
業
の
予
定
で
あ
る
と
こ
ろ
か

ら
、
明
四
四
年
に
は
専
用
線
利
用
企
業
の
入
居
が
活
発
化
す
る
見
通
に
あ
り
、
現
在

こ
れ
に
対
応
す
る
市
の
基
本
的
態
度
を
定
め
、
当
施
設
の
整
備
を
促
進
す
る
こ
と
が

急
務
と
な
っ
て
い
る
。

1
、
敷
設
の
規
模
と
範
囲

第
一
次
計
画
と
し
て
、
西
帯
広
貨
物
駅
分
岐
よ
り
、
西
一
二
号
手
前
（
ホ
ク

サ
ン
用
地
東
端
）
ま
で
の
間
に
つ
き
、
幹
線
一
本
、
二
〇
〇
米
、
仕
分
線
三
本
、

四
五
〇
米
、
企
業
引
込
線
八
本
、
一
、
二
〇
〇
米
、
合
計
二
、
八
五
〇
米
の
路

線
敷
設
を
行
な
う
。
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第八章　帯広1二業用地鉄道専用線の敷設

前
項
の
規
模
で
敷
設
す
る
場
合
、
別
紙
資
料
に
示
す
と
お
り
、
幹
線
施
設
六

〇
、
九
五
〇
千
円
、
企
業
引
込
線
関
係
二
四
、
三
〇
四
千
円
、
設
計
委
託
料
三
、

二
〇
〇
千
円
、
合
計
八
八
、
四
五
四
千
円
の
費
用
を
要
す
る
。

（
鉄
道
専
用
線
相
談
所
概
算
見
積
り
に
よ
る
。
）

、
造
成
主
体
と
所
有
区
分

Ⅲ
　
企
業
引
込
線
関
係

各
利
用
企
業
が
敷
設
し
、
各
企
業
の
所
有
と
す
る
。

幹
線
関
係
施
設

㈲
　
利
用
企
業
よ
り
な
る
協
同
組
合
を
結
成
し
、
共
同
施
設
と
し
て
造
成
す
る
。

4
、
幹
線
施
設
の
資
金
調
達

幹
線
関
係
施
設
は
、
協
同
組
合
自
己
資
金
及
び
帯
広
市
、
帯
広
市
産
業
開
発

公
社
の
助
成
に
よ
り
行
な
う
。

協
同
組
合
自
己
資
金
と
し
て
は
、
各
企
業
用
地
前
に
か
か
る
幹
線
路
線
に
つ

い
て
、
各
企
業
が
一
〇
、
〇
〇
〇
円
／
ｍ
の
割
で
出
資
す
る
出
資
金
に
よ
り
ま

か
な
う
。

5
、
帯
広
市
及
び
産
業
開
発
公
社
の
助
成

幹
線
関
係
施
設
の
造
成
に
つ
い
て
は
、
総
工
費
六
〇
、
九
五
〇
千
円
の
う
ち
、

協
同
組
合
負
担
七
、
九
五
〇
千
円
を
除
く
、
五
三
、
〇
〇
〇
千
円
に
つ
い
て
は

帯
広
市
及
び
産
業
開
発
公
社
が
助
成
す
る
。

Ⅲ
　
産
業
開
発
公
社
の
助
成

橋
り
ょ
う
二
五
、
〇
〇
〇
千
円
及
び
こ
れ
に
附
ず
い
す
る
路
線
、
土
工
関

係
一
、
五
〇
〇
千
円
、
合
計
二
六
、
五
〇
〇
千
円
の
施
設
造
成
を
行
な
い
、

こ
れ
を
協
同
組
合
に
無
償
貸
付
す
る
。

ま
た
、
当
初
専
用
線
用
地
と
し
て
確
保
し
て
い
る
用
地
　
（
国
鉄
根
室
本
線

沿
い
、
巾
貞
一
八
米
、
総
面
積
五
、
六
七
〇
坪
）
を
専
用
線
敷
設
用
地
と
し

て
市
に
寄
附
す
る
。

㈲
　
帯
広
市
の
助
成

幹
線
関
係
造
成
費
六
〇
、
九
五
〇
千
円
の
う
ち
協
同
組
合
出
資
金
及
び
開

発
公
社
造
成
分
を
除
く
、
二
六
、
五
〇
〇
千
円
に
つ
い
て
は
、
帯
広
市
が
共

同
施
設
々
置
資
金
と
し
て
長
期
無
利
息
貸
付
を
行
な
う
（
中
小
企
業
振
興
条

例
）

㈱
　
用
地
の
貸
付

開
発
公
社
よ
り
寄
附
を
受
け
た
用
地
を
専
用
線
敷
設
用
地
と
し
て
協
同
組

合
に
対
し
無
償
貸
付
を
す
る
。

以
上
を
基
本
と
し
、
こ
れ
に
付
随
す
る
「
専
用
線
施
設
の
概
算
」
「
利
用
予
定
企
業

概
況
」
「
年
次
別
専
用
線
取
扱
貸
物
量
」
等
を
作
成
し
、
受
益
者
と
協
議
を
進
め
る
こ

と
と
し
た
。

し
か
し
、
こ
れ
に
先
立
っ
て
受
益
者
た
ち
も
、
専
用
線
の
設
置
を
具
体
化
す
る
た
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第八章　帯広工業団地鉄道専用線の敷設

め
「
帯
広
工
業
団
地
専
用
線
施
設
協
議
会
」
（
会
長
小
林
信
治
氏
）
を
設
け
、

ィ
、
専
用
線
施
設
の
建
設
計
画
、
資
金
計
画
の
検
討

ロ
、
専
用
線
施
設
の
運
用
計
画
の
検
討

ハ
、
専
用
線
施
設
に
関
す
る
関
係
機
関
と
の
連
絡
折
衡

等
に
つ
い
て
進
め
て
き
た
経
過
も
あ
り
、
市
と
の
協
議
を
進
め
る
上
で
プ
ラ
ス
材

料
と
な
っ
た
が
、
両
者
の
間
に
は
、
基
本
的
に
は
専
用
線
の
必
要
性
を
総
論
と
し
て

認
め
な
が
ら
各
論
の
差
異
を
埋
め
る
こ
と
が
で
き
ず
、
受
益
者
は
、
こ
れ
ら
問
題
を

先
送
り
し
て
協
同
組
合
の
設
立
に
踏
み
切
っ
た
。

第
二
　
帯
広
専
用
線
利
用
協
同
組
合
の
設
立

昭
和
四
三
年
二
月
一
二
日
、
帯
広
専
用
線
利
用
協
同
組
合
創
立
総
会
を
次
の
設
立

趣
意
書
に
よ
り
設
立
す
る
こ
と
を
決
定
し
、
必
要
議
案
の
審
議
に
入
り
、
何
れ
も
原

案
ど
お
り
承
認
さ
れ
、
市
の
専
用
線
施
設
計
画
の
最
終
決
定
を
ま
た
ず
設
立
さ
れ

た
。1
、
設
立
趣
意
書

川
　
設
立
の
目
的

本
組
合
は
、
組
合
員
の
相
互
扶
助
の
精
神
に
も
と
づ
き
、
現
在
帯
広
市
が

実
施
中
の
工
業
団
地
建
設
と
あ
わ
せ
て
鉄
道
専
用
線
を
敷
設
し
、
ま
た
組
合

員
の
た
め
に
必
要
な
共
同
事
業
を
行
な
い
、
組
合
員
の
自
主
的
な
経
済
活
動

を
促
進
し
、
か
つ
、
そ
の
経
済
的
地
位
の
向
上
を
は
か
る
こ
と
を
目
的
と
す

る
。

㈲
　
組
織
及
び
事
業
概
要

ィ

、

名

　

　

　

称

　

帯

広

専

用

線

利

用

協

同

組

合

ロ

、

地

　

　

　

区

　

帯

広

市

の

区

域

ハ

、

事

　

務

　

所

　

帯

広

市

に

置

く

こ
、
組
合
員
と
な
る
資
格

次
の
要
件
を
備
え
た
も
の
と
す
る
。

①
製
造
業
、
卸
売
業
、
道
路
貨
物
運
送
業
及
び
倉
庫
業
を
行
な
う
事
業
者

で
あ
る
こ
と

②
帯
広
工
業
団
地
鉄
道
専
用
線
を
利
用
す
る
事
業
で
あ
る
こ
と

③
組
合
の
地
区
内
に
事
業
場
を
有
す
る
こ
と

ホ
、
出
資
総
額
　
八
〇
〇
万
円

へ
、
出
資
一
口
の
金
額
一
〇
万
円
（
一
社
一
〇
〇
万
円
）

ト
、
出
資
払
込
の
方
法
　
全
額
一
時
に
払
込
む
も
の
と
す
る
。

チ
、
事
業
計
画
の
概
要

①
組
合
の
貨
物
の
取
扱
い
に
必
要
な
鉄
道
専
用
線
の
敷
設

②
鉄
道
専
用
線
の
維
持
管
理
な
ら
び
に
運
営

③
組
合
員
の
事
業
に
関
す
る
知
識
の
普
及
及
び
情
報
の
提
供

④
組
合
員
の
事
業
に
関
す
る
協
定

⑤
組
合
員
の
経
済
的
地
位
の
改
善
の
た
め
に
す
る
団
体
協
約
の
締
結

⑥
上
記
各
号
に
掲
げ
る
事
業
に
附
帯
す
る
事
業

⑦
賦
課
金
の
賦
課
徴
収
の
方
法

必
要
に
応
じ
賦
課
金
を
課
す
る

⑧
役
員
の
定
数
　
理
事
　
名
以
上
　
名
以
内
（
全
員
理
事
と
す
る
）

監

事

　

名

ま

た

は

　

名
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⑨
役
員
の
任
期

制
　
敷
設
費
用
の
調
達

自
己
調
達
必
要
額

う

ち

出

資

金

二
年
　
た
だ
し
初
年
度
の
任
期
は
一
年
以
内
と
す
る

一
、
七
〇
〇
万
円

九
〇
〇
万
円

こ
の
ほ
か
、
初
年
度
及
び
次
年
度
事
業
計
画
な
ら
び
に
収
支
予
算
案
を
そ
れ
ぞ
れ

議
決
し
た
が
、
こ
れ
の
実
現
に
つ
い
て
は
、
な
お
市
、
公
社
と
の
話
し
合
い
に
よ
る

煮
つ
め
が
必
要
と
す
る
部
分
が
あ
り
、
組
合
側
と
最
終
案
の
決
定
ま
で
に
、
し
ば
し

ば
夜
を
徹
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
。

市
、
公
社
は
、
話
し
合
い
の
結
果
を
、
次
の
よ
う
に
策
定
し
、
産
業
経
済
委
員
会
、

国
鉄
整
備
特
別
委
員
会
の
承
認
を
得
て
、
国
鉄
当
局
と
の
折
衛
に
入
っ
た
。



（4）工業団地内に於ける鉄道専用線利用予定企業概況

利用予定企業の概況

企　　 業　　 名 所　　 在　　 地 代 表者 氏名 専用 線の必要 度 工場建 設年 次 専 用線 利用 開始年 備　　　　　　 考

川　 西　 農　 業　 脇） 帯広市 川西町 真　 鍋　 義　 秀 是 非必要 昭　 和　 42 昭　 和　 43

富 士 セ メ　ン ト㈱ 室蘭市仲 町64 林　　　　　 恭 ／／ 47 48

富　 士　 製　 鉄　 ㈱ 〝　 仲 町 永　 野　 重　 雄 場合 によってはな く　ともよい 45 45

東 部 農 産 物 移 出㈱ 帯広市西 1 条 南12丁 目16 菅　 野　　　 忠 是 非必要 43 43

大　 丸　 倉　 庫　 ㈱ 〝　 東 1 条南 14丁 目 1 小　 林　 信　 治 ／／ 43 44

帯　 広　 通　 運　 ㈱ 〝　 大 通 り南 13丁 目 小　 林　 信　 治 ／／ 43 43

日本通運㈱ 帯広支店 〝　 西 1 条南 11丁 目 石　 黒　 清　 三 ！／ 43 43

管　 野　 建　 材　 ㈱ 〝　 西 2 条南 7 丁 目6 野　 沢　 武　 司 ！／ 43 43

菱 雄 石 炭 販 売 ㈱ 〝　 西 1 条南 12丁 目 1 荒　 井　 千　 秋 ／／ 43 43

（5）年次別専用線扱い貨物量

継
轟
ｅ
要
圧
砕
瑚
怒
裏
団
琳
Ｈ
墳
軽
　
碑
Ｙ
輪

昭和 4 1年 （実績 ）　 トン 昭和 43年 （予定 ）　 トン 昭和 45年 （予定 ）　 トン 昭和 4 8年 （予定 ）　 トン

到　 着 発　 送 計 到　 着 発　 送 計 到　 着 発　 送 計 到　 着 発　 送 計

川　 西　 農　 業　 繊 14 ，300 8，560 22 ，860 0 10 ，70 2 10 ，702 14，30 0 12 ，550 2 6，8 50

（25 ，400 ）

14，300 15，000 29，3 00

富 士 セ　 メ　ン ト　㈱ 0 0 0 － － － － － 25，000 0 25，0 00

富　 士　 製　 鉄　 ㈱ 0 0 0 － － －
（25 ，400 ） （0） （30，0 00） （0） （3 0，000 ）

東 部 農 産 物 移 出 ㈱ 500 40，0 00 40 ，580 600

※ 1 ，000

50 ，000 50 ，600 70 0 50 ，000 50 ，70 0 900 50 ，000 50，90 0

大　 丸　 倉　 庫　 ㈱ 37 ，638 2，200 3 9，838 － － 3 8，3 50 2 ，100 40 ，4 50 22 ，350 2 ，100 24 ，4 50

帯　 広　 通　 運　 ㈱ － － － ※ 1，000 ※　 2 ，000 ※15，00 0 ※15 ，000 ※30 ，00 0 ※20，000 ※20 ，000 ※40，00 0

日本 通運㈱ 帯広支 店
－ － ※ 1，0 00 ※ 1，000 ※　 2 ，000 ※15，00 0 ※15 ，000 ※30 ，00 0 ※20，000 ※20 ，000 ※40，0 00

菅　 野　 建　 材　 ㈱
－ － 35，0 00 0 35 ，000 38，5 23 1 ，620 4 0，14 3 40，000 2 ，000 42，0 00

菱 雄 石 炭 販 売 ㈱
－ － 660 0 660 1，8 00 0 1，8 00 2 ，200 0 2，2 00

合　　　　　 計 52 ，438 50，760 10 3，198 38 ，260 62，70 2 100 ，962 123，6 73 96 ，270 219 ，943 144 ，750 10 9，100 2 53，8 50

注　富士製鉄㈱の数値は合計欄に加算していない。　※印は推定値



髄
顧
Ｇ
婆
堅
騎
瑚
嶺
雪
国
鞘
工
奨
鍵
　
撒
く
搬

（6）帯広工業団地鉄道専用側線施設概要

施　　　　　 設

1

単　　 位

（円 ）

単　　　 価

幹 線 関 係 施 設 企 業 引 込 線 施 設 合　　　　　　　 計

数　　 量 金　 額 （千 円） 数　　 量 金　 額 （千円 ） 数　　 量 金　 額 （千円 ）

軌　 道　 新　 設　 費 ｍ 10 ，0 00
（4 5 0＋ 1 ，20 0 ）

1，65 0 16 ，50 0 1，20 0 12 ，00 0 2 ，8 50 2 8 ，50 0

附　 分　　 岐　　 器 組 55 0 ，0 00 3 1，6 50 8 4 ，40 0 1 1 6，05 0

車　 止　 新　 設 基 30 ，00 0 2 60 8

10 ，0 00

24 0

1 ，6 64

10 30 0

踏 切 道 敷 板 取 付 カ　 所 20 0 ，0 00 1

（30 0 ＋14 0 0）

17 ，00 0

20 0 1

2 7 ，0 00

20 0

軌 道関係 費分 諸経 費 上 記費用 の10％ 1，84 1 3 ，50 5

盛　　　 土　　　 費 ｍＺ 60 0 1 0 ，20 0 6，00 0 1 6，20 0

橋　 り　 ょ　 う　新　 設 カ　 所 25 ，00 0 ，0 00 1 2 5，00 0 1 2 5，00 0

保　 安　 施　 設 式 3 ，0 0 0，00 0 1 3 ，00 0 1 3 ，00 0

電　　 力　　 施　　 設 式 2 ，50 0，00 0 1 2 ，50 0 1 2 ，50 0

小　　　　　 計 － 60 ，95 1 24 ，30 4 8 5，25 5

設　 計　 委　 託　 料 総工費 の37％ 3，20 0

合　　　　　 計 88 ，45 5

※鉄道専用線相談所の仮見積による。
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第
三
　
専
用
線
敷
設
に
必
要
な
手
続
並
び
に
契
約

国
鉄
専
用
線
敷
設
に
つ
い
て
は
、
国
鉄
貸
達
第
八
号
に
よ
り
「
貨
物
営
業
管
理
規

程
（
昭
和
四
二
年
三
月
総
裁
達
第
五
一
号
）
第
一
〇
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
専
用
線

基
準
規
定
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
と
し
て
、
厳
密
な
処
理
が
求
め
ら
れ
て
い
る
た
め
、

市
、
公
社
と
し
て
、
こ
れ
が
規
定
に
よ
り
次
の
順
序
に
よ
り
作
業
を
進
め
た
。

－
①
分
岐
点
②
申
込
者
の
事
業
内
容
③
予
約
し
た
い

理
由
④
年
間
貨
物
発
着
予
想
数
量
⑤
そ
の
他
必
要
事
項
、

－
見
積
の
内
容
、
西
帯
広
貨
物
駅
分
岐
専
用

線
新
設
に
伴
う
測
量
設
計
及
び
国
鉄
申
請
手
続
、
そ
の
他
専
用
線
完
成
ま
で
の
一
切

の
手
続
－
設
計
見
積
個
所
、
そ
の
他
－
用
地
帯
広
工
業
団
地
内
、
西
一
〇
号
～
西
一

二
号
、
根
室
本
線
北
側
沿
一
八
米
巾
（
一
〇
号
以
東
一
部
国
鉄
用
地
使
用
、
一
二
号

接
近
一
部
巾
縮
少
）
－
専
用
線
延
長
二
三
七
六
ｍ
三
－
敷
設
申
請
人
　
帯
広
市
産
業

開
発
公
社
、
理
事
長
吉
村
博

－
①
分
岐
駅
②
事
業
者
の
事

業
内
容
③
年
間
貨
物
発
着
予
想
数
量
（
年
度
別
、
運
輸
機
関
別
、
月
別
、
品
名
別
、

発
着
駅
別
又
は
方
向
）
④
測
量
及
び
設
計
の
施
行
予
定
者
⑤
敷
設
工
事
施
行
予
定
者

⑥
そ
の
他
必
要
な
事
項
1

約

ー
昭
和
四
三
年
七
月
一
六
日
、
甲
、
財

団
法
人
帯
広
市
産
業
開
発
公
社
　
吉
村
博
と
、
乙
、
日
本
国
有
鉄
道
釧
路
鉄
道
管
理

局
長
　
清
川
恭
助
と
の
間
で
大
要
次
の
契
約
を
締
結
し
た
。

「
主
文
」

※
　
帯
広
駅
分
岐
、
帯
広
市
産
業
開
発
公
社
専
用
線
の
敷
設
、
保
守
及
び
こ
の
専
用

線
を
利
用
し
て
国
鉄
と
専
用
線
契
約
又
は
専
用
線
第
三
者
利
用
契
約
を
締
結
す
る
者

（
利
用
者
）
　
の
貨
物
取
扱
等
に
関
し
、
甲
、
乙
の
間
で
、
次
の
条
項
に
よ
り
契
約
を

締
結
す
る
。

第
一
章
　
敷
設
及
保
守

1
　
位
置
及
び
設
計
（
図
面
の
と
お
り
と
す
る
）

2
　
工
事
の
費
用
の
負
担
及
び
施
行
方
法
（
図
面
の
色
別
に
よ
り
負
担
区
分
を
決

定
し
て
あ
る
。
）

3
　
工
事
請
負
人
　
甲
の
施
行
す
る
工
事
を
第
三
者
に
請
け
負
わ
せ
る
と
き
は
、

そ
の
請
負
契
約
書
に
お
い
て
、
請
負
人
は
国
鉄
の
監
督
に
従
う
旨
を
約
定
す
る

も
の
と
し
、
軌
道
及
び
橋
梁
の
工
事
請
負
人
は
国
鉄
の
工
事
請
負
資
格
確
認
書

を
有
す
る
も
の
と
す
る
。

ち
な
み
に
、
前
項
に
よ
る
（
国
鉄
の
指
定
業
者
）
工
事
請
負
者
は
次
の
と
お

り
、
専
用
線
軌
道
工
事
は
、
北
海
道
軌
道
施
設
工
業
㈱
帯
広
出
張
所

土
工
工
事
は
佐
藤
工
業
㈱

橋
梁
工
事
は
宮
坂
建
設
工
業
㈱

4
　
工
事
概
算
金
　
国
鉄
へ
納
入

5
　
工
事
資
材
　
乙
が
甲
に
売
却
す
る
資
材
は
別
表
の
と
お
り
と
し
、
代
金
は
乙

の
指
示
す
る
と
こ
ろ
に
よ
り
支
払
う
も
の
と
す
る
。

古
レ
ー
ル
、
ガ
ー
ダ
等

6
　
用
地
　
乙
は
、
甲
に
専
用
線
の
用
に
供
す
る
た
め
、
国
鉄
の
管
理
す
る
用
地

の
う
ち
、
別
紙
図
面
に
示
す
二
、
二
九
八
米
を
無
償
で
使
用
さ
せ
る
も
の
と
す

る
。

7
′
甲
は
、
国
鉄
に
別
紙
図
面
で
示
す
用
地
一
〇
、
一
六
三
米
を
無
償
で
使
用
さ

せ
る
も
の
と
す
る
。

8
　
工
事
の
着
手
及
び
終
了
の
届
出
等
甲
は
、
専
用
線
敷
設
工
事
の
契
約
成
立
の

日
か
ら
三
ケ
月
以
内
に
着
手
、
着
手
か
ら
三
ケ
月
以
内
に
竣
工
さ
せ
る
も
の
と

す
る
。

9
　
竣
工
検
査
　
乙
は
、
甲
の
施
行
す
る
専
用
線
敷
設
工
事
が
終
了
し
た
と
き
は

竣
工
検
査
　
（
踏
固
試
運
転
を
含
む
）
を
行
な
う
も
の
と
す
る
。

1

0

　

保

守

Ⅲ
　
甲
は
、
専
用
線
施
設
（
専
用
線
の
土
工
、
路
盤
施
設
、
軌
道
、
橋
り
ょ
う
、

電
気
保
安
設
備
、
踏
切
設
備
を
い
う
）
　
の
保
守
の
義
務
を
負
う
。

㈲
　
国
鉄
は
保
守
状
況
を
監
督
、
甲
は
国
鉄
の
指
示
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

ヽ

　

0

－
Ｖ

㈱
　
甲
は
、
専
用
線
の
除
雪
を
行
う
も
の
と
す
る
。

㈲
　
乙
は
、
甲
か
ら
専
用
線
の
除
雪
の
委
託
の
申
出
が
あ
る
場
合
は
、
こ
れ
に

応
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
二
章
　
貨
物
の
取
扱
い
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第
三
者
の
利
用
等

Ⅲ
　
甲
は
、
第
三
者
が
乙
と
の
間
に
甲
の
専
用
線
か
ら
分
岐
す
る
専
用
線
に
関

す
る
契
約
を
締
結
し
よ
う
と
す
る
場
合
は
、
甲
の
利
用
又
は
業
務
の
支
障
の

な
い
限
り
、
こ
れ
を
承
諾
す
る
も
の
と
す
る
。

（
こ
こ
で
い
う
第
三
者
と
は
、
専
用
線
を
利
用
す
る
者
－
専
用
利
用
協
組
の

組
合
員
を
い
い
、
こ
れ
ら
各
社
は
釧
鉄
局
に
対
し
「
専
用
線
利
用
契
約
書
」

を
規
程
で
定
め
る
必
要
書
類
を
添
付
し
、
そ
の
許
可
を
得
て
、
工
事
契
約
を

行
な
い
、
施
設
の
設
置
を
行
な
う
者
を
い
う
。
）

4
　
国
鉄
の
使
用
　
甲
は
、
こ
の
専
用
線
を
国
鉄
が
使
用
す
る
と
き
は
、
甲
の
利

用
に
支
障
を
及
ぼ
さ
な
い
限
り
、
こ
れ
を
承
諾
す
る
も
の
と
す
る
。

5
　
人
換
作
業
　
こ
の
専
用
線
の
貨
車
入
換
え
及
び
こ
れ
に
附
帯
す
る
作
業
は
、

昭
和
四
四
年
九
月
三
〇
日
ま
で
乙
が
行
な
う
も
の
と
す
る
。

6
　
専
用
線
の
料
金
　
甲
は
、
公
租
公
課
を
国
鉄
に
支
払
う
も
の
と
す
る
。

（
こ
の
場
合
、
公
社
は
国
鉄
に
支
払
い
、
国
鉄
は
、
市
に
支
払
う
）

以

下

　

略

本
契
約
の
締
結
に
あ
た
り
、
当
公
社
の
責
任
の
分
担
は
専
用
線
敷
設
ま
で
で
あ
り
、

そ
の
後
の
保
守
、
貨
車
の
入
換
作
業
、
除
雪
等
に
つ
い
て
は
帯
広
鉄
道
専
用
線
利
用

協
同
組
合
（
現
在
設
立
準
備
中
）
　
に
お
い
て
行
う
こ
と
に
、
公
社
と
協
同
組
合
で
了

解
済
で
あ
る
旨
を
理
由
に
、
釧
鉄
局
と
協
同
組
合
と
の
間
で
締
結
す
る
よ
う
に
要
請

し
、
こ
れ
に
よ
り
契
約
を
締
結
し
た
。

1
、
公
社
と
専
用
線
利
用
協
同
組
合
と
の
使
用
契
約
の
締
結

公
社
と
専
用
線
工
事
請
負
契
約
に
基
づ
く
敷
設
工
事
は
八
月
七
日
に
始
ま
り
、

一
二
月
十
日
竣
工
し
、
試
運
転
も
関
係
者
立
会
い
の
も
と
に
終
了
し
、
使
用
開
始

の
運
び
と
な
っ
た
の
で
、
公
社
と
協
同
組
合
間
で
、
次
に
よ
る
使
用
契
約
書
を
締

結
し
た
。

帯
広
公
共
専
用
線
使
用
契
約
書

財
団
法
人
帯
広
市
産
業
開
発
公
社
（
以
下
「
甲
」
と
い
う
。
）
と
帯
広
鉄
道
専
用

線
利
用
協
同
組
合
（
以
下
「
乙
」
と
い
う
。
）
と
の
間
に
お
い
て
、
帯
広
工
業
団
地

に
、
甲
が
敷
設
す
る
専
用
線
の
利
用
に
関
し
、
下
記
の
通
り
契
約
を
締
結
す
る
。

記

第
一
条
　
甲
は
乙
に
対
し
、
専
用
線
の
保
守
、
管
理
運
営
を
委
託
し
こ
れ
を
乙
に

使
用
せ
し
む
る
も
の
と
す
る
。

第
二
条
　
乙
の
組
合
員
が
、
専
用
線
を
使
用
し
た
場
合
、
専
用
線
の
保
守
、
管
理

運
営
に
要
す
る
費
用
の
一
切
は
、
乙
の
負
担
と
す
る
。
但
し
災
害
等
に
よ
る
も

の
で
、
甲
が
乙
の
負
担
と
す
る
こ
と
が
適
当
で
な
い
と
認
め
た
場
合
は
、
こ
の

限
り
で
な
い
。

2
　
昭
和
四
三
年
一
二
月
一
〇
日
よ
り
昭
和
四
六
年
三
月
三
一
日
ま
で
の
期
間
、

甲
は
乙
に
対
し
て
使
用
料
を
徴
収
し
な
い
ほ
か
、
一
年
間
の
保
線
費
が
、
同
期

間
の
取
扱
貨
物
一
屯
に
つ
き
八
円
を
超
え
た
分
に
つ
い
て
は
、
甲
が
負
担
す
る

も
の
と
す
る
。

3
　
前
項
に
定
め
る
保
線
費
は
、
路
線
、
関
連
施
設
の
補
修
費
及
び
照
明
、
除
雪

関
係
の
費
用
を
い
う
。

4
　
二
項
に
定
め
る
取
扱
貨
物
一
屯
当
り
保
線
費
の
算
出
期
間
は
、
毎
年
四
月
一

日
よ
り
翌
年
三
月
三
一
日
ま
で
と
す
る
。

第
三
条
　
業
務
執
行
中
の
事
故
等
に
よ
り
、
公
共
施
設
又
は
第
三
者
に
損
害
を
与

え
た
と
き
は
乙
は
乙
の
責
任
に
お
い
て
賠
償
等
必
要
な
措
置
を
す
る
も
の
と
す

る
。

第
四
条
　
甲
の
敷
設
す
る
専
用
線
よ
り
分
岐
し
て
、
専
用
線
を
敷
設
し
よ
う
と
す

る
と
き
は
、
国
鉄
専
用
線
基
準
規
程
に
よ
り
、
組
合
員
個
々
に
甲
の
承
諾
書
を

必
要
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
新
規
に
加
入
す
る
組
合
員
に
つ
い
て
も
同
様

と
し
、
乙
は
新
規
加
入
に
対
し
、
そ
の
取
扱
い
に
つ
い
て
公
平
に
措
置
す
る
も

の
と
す
る
。

第
五
条
　
乙
は
、
保
守
及
び
入
操
作
業
等
に
つ
い
て
別
途
国
鉄
と
契
約
を
締
結
す

る
こ
と
を
、
甲
乙
は
あ
ら
か
じ
め
合
意
す
る
。

第
六
条
　
乙
は
専
用
線
に
係
る
料
金
を
、
国
鉄
の
指
示
に
従
い
支
払
う
こ
と
を
甲
、

乙
、
あ
ら
か
じ
め
合
意
す
る
。

第
七
条
　
こ
の
契
約
の
期
間
は
契
約
締
結
の
日
か
ら
、
昭
和
四
六
年
三
月
三
一
日
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ま
で
と
す
る
。

第
八
条
　
将
来
甲
が
公
共
専
用
線
を
帯
広
市
に
移
管
す
る
と
き
は
、
専
用
線
の
使

用
料
、
そ
の
他
に
つ
い
て
あ
ら
か
じ
め
別
途
協
議
す
る
も
の
と
す
る
。

第
九
条
　
こ
の
契
約
に
定
め
の
な
い
事
項
は
、
甲
、
乙
が
協
議
の
う
え
決
定
す
る

も
の
と
す
る
。

こ
の
契
約
を
証
す
る
た
め
本
書
二
通
を
作
成
し
、
甲
、
乙
、
記
名
押
印
の
上
各

一
過
を
保
有
す
る
。

昭
和
四
三
年
一
二
月
一
〇
日帯

広
市
西
五
条
西
八
丁
目
一
番
地

甲
　
財
団
法
人
帯
広
市
産
業
開
発
公
社

理

事

長

　

　

吉

　

村

　

　

博

帯
広
市
西
一
条
南
一
二
丁
目
一
六
番
地

乙
　
帯
広
鉄
道
専
用
線
利
用
協
同
組
合

理

事

長

　

菅

　

岡

　

　

忠

な
お
、
本
契
約
に
規
定
す
る
有
効
期
間
完
了
時
、
す
な
わ
ち
昭
和
四
六
年
よ
り
適

用
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
再
契
約
に
つ
い
て
、
主
と
し
て
「
使
用
料
」
　
に
つ
い
て
年
次

別
負
担
額
を
加
え
、
こ
の
期
間
を
昭
和
四
六
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
四
九
年
三
月
三

一
日
と
す
る
こ
と
で
再
契
約
を
締
結
し
た
。

2
、
第
二
専
用
線
の
敷
設

昭
和
四
六
年
以
降
「
専
用
線
敷
設
並
び
に
分
岐
承
諾
願
」
が
、
共
同
石
油
㈱
、
日

本
石
油
㈱
、
㈱
丸
勝
よ
り
出
願
、
ま
た
、
芽
室
町
よ
り
同
町
工
業
団
地
造
成
に
あ
た

り
、
鉄
道
専
用
側
線
が
必
要
と
な
っ
た
の
で
、
当
社
専
用
線
終
点
か
ら
市
道
一
五
号

を
横
断
、
芽
室
町
工
業
団
地
へ
直
線
分
岐
線
延
長
四
四
八
・
五
米
を
敷
設
し
た
い
と

承
諾
願
が
提
出
さ
れ
た
。
公
社
は
前
記
各
社
に
対
し
て
承
諾
し
、
各
社
は
国
鉄
の
「
専

用
線
基
準
規
程
」
に
基
づ
く
所
定
の
手
続
き
を
経
て
、
完
工
し
た
。
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